
 

 

 

公的年金制度に加入している人が、一定の年齢になった場合には、老齢年金を受け取ることができます。 

老後に備えるためには、まず、ご自身が受け取ることのできる老齢年金の金額について把握した上で、 

老後生活に要する費用に照らして、不足する資金を計画的に準備する必要があります。 
 

 

 

日本に住む 20 歳以上 60歳未満のすべての方が加入する国民年金から、「老齢基礎年金」が受け取れます。 

会社員・公務員等は、この老齢基礎年金に上乗せする形で厚生年金から、「老齢厚生年金」が受け取れます。 

 

 

 

受給対象者 
自営業者 

（学生・無職の方も含む） 
会社員・公務員等 

会社員・公務員等の 

被扶養配偶者（専業主婦等） 
 

 

 

 老齢基礎年金を受け取るためには、国民年金に最低 10 年間加入している必要があります(ただし、国民年金 

保険料の免除や猶予の制度があります)。受け取ることができる年金額は、40 年加入の満額で 847,300円/年

（月あたり 70,608 円）です（加入期間や、年金の繰上げ・繰下げ受給等により変わります）。 

 老齢厚生年金を受け取るためには、老齢基礎年金の受給資格を満たすことなどが必要です。受け取ることが 

できる年金額は、加入期間や、在職中の平均標準報酬額（賞与含む）で個人差があります。 
 

 

 
              

下記表の通り、65 歳の方の平均的な老後期間は約 20 年以上あります。（注１） 

 

 男性 2024 年 約 19.4 年 84.4 歳  女性 2024 年 約 24.3 年 89.3 歳 

 

 

 

 

 

 
 

 上記は平均値であり、受給開始年齢も人によって異なるため、ご自身（ご夫婦）の受取年金想定額と、 

思い描く老後生活に要する費用を踏まえ、生活資金がいくら不足するのか試算することが大事です。 

 試算に当たっては生命保険会社等で試算ツールを用意している場合があります。また、受取年金額の

試算については、厚生労働省が提供している「公的年金シミュレーター」も利用できます（ツールの

詳細は厚生労働省のホームページ（注５）をご参照ください）。 

（注１）厚生労働省「簡易生命表」（令和 6 年）に基づき当会にて作成 
（注２）厚生労働省「令和 6 年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」に基づき当会にて作成 

（注３）総務省統計局「家計調査年報（家計収支編）2025 年（令和 7 年）」に基づき当会にて作成 

（注４）公益財団法人生命保険文化センター「令和 7 年度 生活保障に関する調査」 

（注５）厚生労働省「公的年金シミュレーター利用のご案内」 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/kouteki_nenkin_simulator.html) 

○記載の内容は、令和 8 年 6 月現在の制度によります（令和 8 年度価格）。今後、制度の変更等に伴い、記載の内容が変わることがあります。 

老齢年金の仕組み １ 

受け取るための条件／受取年金額 ２ 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

老後の生活について ３ 

65 歳の平均余命 

老後に向けた資産形成をご検討中のお客さまへ 
～老後の生活を支える公的年金制度（老齢年金）について～ 

平均的な老齢年金 平均的な老後生活費（夫婦二人世帯の例） 

老齢厚生年金 月額約 15.1 万円 

（老齢基礎年金含む） 

会
社
員 

専
業
主
婦 

専
業
主
夫 

老齢基礎年金 月額約 5.9 万円 

ご夫婦 2人で 

月額約 21 万円 

平均的な 

老後生活費(注３) 

月額約 29.7 万円 

ゆとりある老後を 

送るために必要と 

考える生活費（注４） 

月額約 39.1 万円 

65歳の平均余命 65歳の平均余命 

（注２） 
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